
労働安全衛生法における
定期健康診断項目

雇入時健診 定期健診A 定期健診B

雇入時 定期健診
４０歳以上

（３６歳を含む）

身体計測（身長） ○ ●1 ○

　　　　　　（体重） ○ ○ ○

腹囲 ○ ●2　※１ ○

視力 ○ ○ ○

聴力 ○ ○ ○

胸部聴診・腹部触診 ○ ○ ○

血圧 ○ ○ ○

血色素量 ●２ ○

赤血球数 ●２ ○

ＧＯＴ ●２ ○

ＧＰＴ ●２ ○

γＧＴＰ ●２ ○

中性脂肪 ●２ ○

ＨＤＬ－Ｃ ●２ ○

ＬＤＬ－Ｃ ●２ ○

血糖検査 空腹時血糖 ●２ ○

蛋白 ○ ○ ○

糖 ○ ○ ○

心電図検査 ●２ ○

胸部Ｘ線検査 ○ ○ ○

喀痰検査 □1 □1

　　　　　③ＢＭＩが２２未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者は、医師の判断に基づき省略可

□１：　胸部Ｘ線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師の判断に基づき省略可

○　：　必須項目

●1：　２０歳以上の者については、医師の判断に基づき省略可

●２：　４０歳未満（３５歳を除く）の者については、医師の判断に基づき省略可

※１：　●２に加えて、①妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　②ＢＭＩが２０未満である者

コース名

肝機能検査

脂質検査

尿検査

○ ○○
問診（既往歴及び業務歴の調
査）　喫煙歴及び服薬歴

診
察
等

貧血検査


